
No

― ―

― ―

● 全部直営 一部委託 全部委託 義務である

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）） ● 義務ではない

〈記述欄〉※数値化できない場合

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

1 1 1 1

③

② 講演会の開催 回 1

27年度計画 28年度計画

① 地域協議会設立率（地域協議会の設立数/校区数×100） ％ 24 66 100 100 100

指標名 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画

0.00 0.00

31,150,000

正規職員従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 5.00 5.00 5.55 4.45 4.45

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 35,000,000 35,000,000 38,850,000 31,150,000

0 0

27年度見込 28年度見込

一般財源 21,211,801 52,679,000 74,874,000 61,274,000 59,474,000

0 0

90,624,000

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円） 21,211,801 52,679,000 74,874,000 61,274,000 59,474,000

財
源
内
訳

その他特定財源 0 0

92,424,000

国県支出金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 56,211,801 87,679,000 113,724,000

人件費 24年度 25年度見込 26年度見込

0

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.00 0.00 0.00

28年度見込コスト推移 24年度決算 25年度予算 26年度見込 27年度見込

成果目標 （どのような効果をもたらしたいのか）

市民一人ひとりが自ら考え行動する活動母体として、地域協議会の設立・運
営を支援する。地域協議会の設立によって、地域のことは地域で決め、地域
で運営していくことが可能になり、行政と協働しながら安心・安全な地域をみ
んなで築いていく。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

事業開始時においては「なぜ、このようなことをしなければならないのか」といった意見が大半を占めていた。しかし、講演会や説明会等を開催し、十分に時
間をかけて住民自治についての理解、周知を図ってきたことから、ようやく住民自治に取り組む趣旨が理解され、全地域で地域協議会が設立する方向で進
んでいる。

（Ｄo）　事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 （誰・何を） 内容 （手段、方法等）

全市民 ・住民自治によるまちづくり講演会（11月5，6日）、出前講座の実施
・新たな住民自治組織の設置及び運営（第1期先行地域：金剛、代陽、麦島、
二見、東陽）
・住民自治推進団体連絡会議の運営
・地域協議会活動交付金、運営育成強化補助金の交付（第1期先行地域）
・設立準備委員会の設置（第2期先行地域：宮地東、八代、八千把、太田郷、
千丁、龍峯、昭和、植柳、日奈久）

事業期間 開始年度 平成17年度（合併後) 終了年度 未定

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 市民と行政がともに歩むために

施策の大綱（節）　【政策】 協働によるまちづくりの推進

施策の展開（項）　【施策】 協働と住民自治の推進

具体的な施策と内容 地域協議会の創設と運営支援

事務事業の目的
地方分権という大きな流れの中で、自己決定、自己責任に基づき、地域の事は地域で決め、行政と協働しながら、市民一人ひとりが自ら考
え行動する住民自治によるまちづくりを推進する。

事務事業の概要
（全体事業の内容）

・新たな住民自治組織の設置及び運営の支援
・住民自治推進の周知、啓発活動

根拠法令、要綱等 八代市地域協議会活動交付金要綱、八代市地域協議会運営育成強化支援補助金交付要領

実施手法
（該当欄を選択）

法令による実施義務
（該当欄を選択）

708 事務事業評価票 所管部長等名 市民協働部長　山本　道弘

所管課・係名 市民活動支援課　住民自治推進係　　　　　　　　                 

事務事業名 住民自治推進事業

会計区分  一般会計

款項目コード（款-項-目）

評価対象年度 平成 24 年度 課長名 澤田　宗順

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

02 01 05

事業コード（大－中－小） 06 23 05
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A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

不要（廃止）

民間実施

●

市による実施（要改善）

市による実施（現行どおり）

市による実施（規模拡充）

● 特になし

維持

実施年度

向上

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

（今後の方向性の理由）

本事業は、市民協働を目的とした事業である。今後は市民と市が対等な立場である事を認識
し、双方が持つ特性を理解し、お互いの役割分担を明確にしたパートナーとして、市は地域協
議会の運営を支援していく。
地域の事は地域で決め、地域で運営していく「地域の自立」に向け、市民と市で協働しながらま
ちづくりを展開していく。

市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

改革改善内容

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

今後の取り組みとしては、平成27年度までに地域協議会が市内全域に設立されるため、市民への更なる啓発、周知に努めていく。また、効果
的・効率的な行政運営を図っていくために、市政協力員、公民館等のあり方について検討していく。

改革改善による期待成果

コスト 外部評価の実施 無

削減 維持 増加

決算審査特別
委員会における
意見等

（委員からの意見等）

低下

成
果

実施方法の

効率性

①

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

A

（現状分析等）

住民自治推進事業は、地域住民が主体となった市と協働のまちづく
りを目指すものであり、民間委託、他事業との連携等は検討する余
地がない。
市内全地域に地域協議会を設立し、運営が軌道に乗るまでは、職員
の支援は必要であることから、人件費の削減は難しい。
地域協議会活動交付金については、地域住民が主体となったまちづ
くりが展開できるよう、今後も拡充する必要がある。

②

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

A

③

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

A

④

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

A

活動内容の

有効性

①
　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

A

（現状分析等）

平成27年度までに、全ての地域で地域協議会を設立する目標を掲
げている。平成23年度に5校区、平成24年度に9校区で設立された。
残り7校区も、早ければ平成26年度に設立する予定で準備を進めて
いる。

②
　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

A

〈記述欄〉※数値化できない場合

住民自治によるまちづくりを推進することが目的であり、成果を数値として表すことはできない。

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

事業実施の

妥当性

①
　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか

A

（現状分析等）

住民自治推進事業は、行政運営を効率化させる仕組みとして、ま
た、住民が自主的にまちづくりに取り組むための施策として必要性が
ある。また、行政改革としても重要な事業であるため、市が主体と
なって取り組む事業である。

②
　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

A

③

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であることは妥当です
か（国・県・民間と競合していません
か）

A

③

②

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画 27年度計画 28年度計画

①
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No

― ―

― ―

● 全部直営 一部委託 全部委託 義務である

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）） ● 義務ではない

636 事務事業評価票 所管部長等名 市民協働部長　山本　道弘

所管課・係名 市民活動支援課 市民活動支援係

事務事業名 出張所関係事業

会計区分  一般会計

款項目コード（款-項-目）

評価対象年度 平成 24 年度 課長名 澤田　宗順

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

02 01 01

事業コード（大－中－小） 06 11 55

事業期間 開始年度 合併前 終了年度 未定

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 市民と行政がともに歩むために

施策の大綱（節）　【政策】 効率的・効果的な行財政の経営

施策の展開（項）　【施策】 行政の効率化の推進

具体的な施策と内容 適切な行政経営

事務事業の目的
市長の権限に属する事務を分掌させるため市内10ヶ所に出張所を設置し、地域住民に密着した行政サービスの提供を行うとともに、市政
の円滑な運営を図る。

事務事業の概要
（全体事業の内容）

　出張所庁舎の管理や市税及び税外収入の収納、軽易な申請、願、届等の進達及びそれらに伴う文書等の伝達交付、災害及び水難救護
連絡、住民自治に関することを行う。
　加えて、日奈久・龍峯では、戸籍及び住民基本台帳に係る事務、印鑑の登録及び証明、埋火葬許可及び改葬許可、国民健康保険・国民
年金事務の一部を行う。
　さらに、日奈久では、市税証明の発行、観光事務等を行う。

根拠法令、要綱等 地方自治法第155条第1項、八代市支所及び出張所設置条例

実施手法
（該当欄を選択）

法令による実施義務
（該当欄を選択）

（Ｄo）　事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 （誰・何を） 内容 （手段、方法等）

各校区住民 設置場所：市内10か所（太田郷･八千把･高田･金剛･郡築･宮地･昭和･龍峯･
日奈久･二見）
・事務補助業務嘱託・臨時職員の管理
　嘱託職員10名に係る勤務実績確認及び賃金支払い事務
・出張所管理・運営に関する事務
　施設管理事務（日奈久・龍峯）
・市税及び税外収入の収納
・管内諸案件の進達
・戸籍及び住民基本台帳に係る事務、印鑑の登録及び証明等

成果目標 （どのような効果をもたらしたいのか）

地域に密着した行政サービスの提供を行うとともに、市政の円滑な運営を図
る。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

出張所設置から50年以上が経過し、その間、道路・交通網の整備や通信技術・事務処理等も飛躍的に進歩してきている。それにより以前の「身近な市役所」
としての出張所から果たす役割にも変化が生じている。また、平成17年の合併により市域が広がり、支所の活用という選択肢も新たに加わってきている。

28年度見込コスト推移 24年度決算 25年度予算 26年度見込 27年度見込

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 101,911,802 95,203,000 88,203,000

人件費 24年度 25年度見込 26年度見込

1,000

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 6.75 7.50 7.50

88,203,000

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円） 14,411,802 14,703,000 14,703,000 14,703,000 14,703,000

財
源
内
訳

その他特定財源 1,500 1,000

88,203,000

国県支出金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0 0

27年度見込 28年度見込

一般財源 14,410,302 14,702,000 14,702,000 14,702,000 14,702,000

1,000 1,000

7.50 7.50

73,500,000

正規職員従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 12.50 11.50 10.50 10.50 10.50

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 87,500,000 80,500,000 73,500,000 73,500,000

27年度計画 28年度計画

①

指標名 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

- 1 -



A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

不要（廃止）

民間実施

● 市による実施（要改善）

市による実施（現行どおり）

市による実施（規模拡充）

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画 27年度計画 28年度計画

①

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

事業実施の

妥当性

①
　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか

A

（現状分析等）

地方自治法や市条例で位置づけられているとおり、出張所業務は市
が関与する必要性がある。しかし、通信技術・事務処理等も進歩して
いることから、出張所の役割は変わってきている。

②
　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

B

③

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であることは妥当です
か（国・県・民間と競合していません
か）

A

活動内容の

有効性

①
　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

A

（現状分析等）

市税等の公金収納事務や地域との連絡調整に加え、住民票・印鑑
証明書・戸籍謄抄本などの発行等を行っている出張所もある。
それぞれの出張所の機能を考えて統廃合を行うことは可能であると
考えられるが、市民への影響は大きい。

②
　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

B

実施方法の

効率性

①

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

B

（現状分析等）

市民サービスの低下にならないよう留意し、諸証明書の発行業務や
公金収納事務等、個別業務の所管課と協議しながら効率化を図る。

②

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

A

③

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

B

④

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

A

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

（今後の方向性の理由）

・各出張所の地域における役割や住民のニーズに合わせ、業務内容の見直しを図るとともに、
統廃合についても検討する必要がある。

市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

改革改善内容

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

平成24年度に住民自治推進庁内検討会議で各出張所の業務内容を精査し、見直しの方向性（案）をまとめた。今後は、担当課と協議をしなが
ら方向性に沿って見直しを行うことで、効率化を図る。

平成２３年度

改革改善による期待成果

コスト 外部評価の実施 有 ： 外部評価（市民事業仕分け）

削減 維持 増加

決算審査特別
委員会における
意見等

（委員からの意見等）

低下

成
果

維持 ●

実施年度

向上

- 2 -



No

― ―

― ―

● 全部直営 一部委託 全部委託 ● 義務である

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）） 義務ではない

〈記述欄〉※数値化できない場合

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標 ③

② 　

27年度計画 28年度計画

① 消費生活出前講座開催回数（学校等含む） 　　回 20 23 25 26 28

指標名 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画

0.15 0.15

1,400,000

正規職員従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 1,400,000 1,400,000

28年度見込

一般財源 189,540 271,000 271,000 271,000 271,000

0 0

104,000 104,000

地方債 0 0 0 0 0

27年度見込

1,400,000 1,400,000

1,775,000

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円） 286,826 375,000 375,000 375,000 375,000

財
源
内
訳

その他特定財源 0 0

1,775,000

国県支出金 97,286 104,000 104,000

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 1,686,826 1,775,000 1,775,000

人件費 24年度 25年度見込 26年度見込

0

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.15 0.15 0.15

28年度見込コスト推移 24年度決算 25年度予算 26年度見込 27年度見込

成果目標 （どのような効果をもたらしたいのか）

・消費者被害情報を重点的に発信し、被害を未然に防ぐ。
・地域の研修会やグループの学習会などに消費生活相談員を派遣し自立し
た消費者を育成する。
・青少年期からの消費者教育を強化し、若年世代の被害や将来の多重債務
者の発生を減少させる。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

平成24年施行された消費者教育の推進に関する法律において、「学校の授業その他教育活動において適切かつ体系的な消費者教育の機会を確保する」こ
と、「教育職員に対する消費者教育に関する研修を充実する」ことなどが定められた。

（Ｄo）　事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 （誰・何を） 内容 （手段、方法等）

消費者の権利 1．消費生活に関する情報提供
　　①街頭消費者トラブル防止啓発キャンペーン
　　②メディアを活用した情報提供
　　　ホームページ掲載（消費者トラブル注意報）
　　　広報やつしろ特集、エフエムやつしろ放送
2．消費者教育の推進
　　①消費生活出前講座　20団体888人
　　②啓発パンフレット購入
　　　「消費者トラブル事件簿（中学生向き）」5,367部
　　　「お悩み相談室（高校生等向き）」6,000部
3．消費生活懇談会開催

事務事業の目的
消費者トラブル情報を重点的に発信し、被害を未然に防ぐことに努める。また、自立した消費者を育成するために、消費生活相談員を派遣
し消費生活に関する知識や情報の提供を行う。さらに、近年、相談が増加している若年世代の被害や将来の多重債務者の発生を減少さ
せるため、青少年期からの消費者教育を強化する。

事務事業の概要
（全体事業の内容）

1．消費生活に関する情報提供
　　①街頭消費者トラブル防止啓発キャンペーン
　　②メディアを活用した情報提供
2．消費者教育の推進
　　①消費生活出前講座

根拠法令、要綱等 消費者基本法、消費者安全法、消費者教育の推進に関する法律、八代市消費生活懇談会設置要綱

実施手法
（該当欄を選択）

法令による実施義務
（該当欄を選択）

事業期間 開始年度 合併前 終了年度 未定

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 第3章　安全で快適に暮らせるまち

施策の大綱（節）　【政策】 安全で安心のまちづくり

施策の展開（項）　【施策】 防犯の推進と安全な消費生活の確保

具体的な施策と内容 消費者意識啓発の推進

事務事業名 消費者の自立支援事業

会計区分  一般会計

款項目コード（款-項-目）

評価対象年度 平成 24 年度 課長名 澤田　宗順

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

02 01 01

事業コード（大－中－小） 03 24 03

375 事務事業評価票 所管部長等名 市民協働部長　山本　道弘

所管課・係名 市民活動支援課 市民活動支援係
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A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

不要（廃止）

民間実施

市による実施（要改善）

市による実施（現行どおり）

● 市による実施（規模拡充）

●

維持

実施年度

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

（今後の方向性の理由）

　消費者被害は、さらに複雑・多様化すると思われる。自立した消費者育成のため、それぞれ
の年齢層に合わせた消費者教育・啓発が必要である。

市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

改革改善内容

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

相談が増加している若年世代の被害減少や、将来の多重債務者の発生減少を目指すため、青少年期からの消費者教育を強化する。

改革改善による期待成果

コスト 外部評価の実施 無

削減 維持 増加

決算審査特別
委員会における
意見等

（委員からの意見等）

低下

成
果

向上

実施方法の

効率性

①

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

A

（現状分析等）

出前講座は非常勤の相談員が対応しているため、コスト削減は不可
能。
消費者教育・啓発は、行政の責務として実施しているため、受益者
負担見直しの余地はない。

②

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

A

③

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

A

④

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

A

活動内容の

有効性

①
　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

A

（現状分析等）

　要望に応じて講師を派遣する出前講座の実施件数は、目標達成し
ている。消費者啓発や教育については、毎年内容の見直しが必要で
ある。

②
　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

B

〈記述欄〉※数値化できない場合

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

事業実施の

妥当性

①
　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか

A

（現状分析等）

　出前講座の申し込み状況からも地域のニーズが増加していること
がわかる。
今後、相談業務に加え、自立した消費者を育成するために年齢層に
あわせた消費者教育の強化が必要である。

②
　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

A

③

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であることは妥当です
か（国・県・民間と競合していません
か）

A

③

②

888 900 950 1,000 1,050

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画 27年度計画 28年度計画

① 消費者教育

消費生活出前講座受講者

　　人

- 2 -



No

― ―

― ―

● 全部直営 一部委託 全部委託 ● 義務である

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）） 義務ではない

6030 事務事業評価票 所管部長等名 市民協働部長　山本　道弘

所管課・係名 市民活動支援課 市民活動支援係

事務事業名 消費者被害救済事業

会計区分  一般会計

款項目コード（款-項-目）

評価対象年度 平成 24 年度 課長名 澤田　宗順

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

02 01 01

事業コード（大－中－小） 03 24 05

事業期間 開始年度 合併前 終了年度 未定

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 第3章　安全で快適に暮らせるまち

施策の大綱（節）　【政策】 安全で安心のまちづくり

施策の展開（項）　【施策】 防犯の推進と安全な消費生活の確保

具体的な施策と内容 消費生活相談の充実

事務事業の目的
多様化・複雑化する消費者被害に対応するため、消費生活センターの相談体制の充実を図り、庁内及び関係機関と連携しながら被害者を
救済するとともに、地域での身近な相談員を育成し見守りを強化する。

事務事業の概要
（全体事業の内容）

　年々、多様化・複雑化している悪質商法等の被害や多重債務に対し、平成21年7月に「八代市消費生活センター」を開設し、相談体制の
充実を図っている。
被害に遭った場合の救済対応として、資格や専門的知識を有する2名の相談員を常駐させ、必要な場合は弁護士による相談を行う。また、
相談員のレベルアップ支援、各種情報の共有化による相談機能の充実、さらには「多重債務連絡会」等の庁内連携の推進、高齢者の被害
救済のための「見守りネットワークの構築」などを推進する。

根拠法令、要綱等 消費者基本法、消費者安全法、熊本県消費生活条例、八代市消費生活センター設置規則、八代市消費生活相談員設置要綱

実施手法
（該当欄を選択）

法令による実施義務
（該当欄を選択）

（Ｄo）　事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 （誰・何を） 内容 （手段、方法等）

消費者の権利
（消費者と事業者間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ）

1．相談体制
　　①相談員による相談（2人体制）
　　　平日9:00～17:00(木曜日は夜間相談～19:00)
　　　休日相談　第4日曜日10:00～15:00
　　②弁護士相談（月2回）
　　③消費生活特別相談　(年2回)
　　④消費生活相談員のスキルアップ
　　　研修参加支援（県、中央、福岡)
2．見守りネットワークの構築
　　「身近な相談員育成セミナー」開催（延べ115人参加）
3．多重債務者の救済
　　12課で構成する「多重債務問題庁内連絡会」開催

成果目標 （どのような効果をもたらしたいのか）

相談件数の多い高齢者被害をはじめ、相談の上位を占める融資サービス（多
重債務等）、放送・コンテンツ等（携帯電話等の架空請求等）に関する消費者
相談・啓発等を充実させ、消費者被害を防止することで、消費者の権利を保
護し市民生活の安定・向上を目指す。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

訪問販売やマルチ商法などにおける契約トラブルの増加を受け、平成元年に消費生活相談窓口開設(月2回)、平成3年に相談日数増(週1回)、平成11年に
相談日数増(週2回)、平成15年に相談日数増(週3回)。
平成21年、消費者庁が発足、消費者安全法の制定により消費生活センター開設(週4日)。平成22年　相談日数増（平日実施）、弁護士無料相談開設

28年度見込コスト推移 24年度決算 25年度予算 26年度見込 27年度見込

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 9,973,828 8,232,000 8,232,000

人件費 24年度 25年度見込 26年度見込

0

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 2.10 2.10 2.10

8,232,000

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円） 7,523,828 5,782,000 5,782,000 5,782,000 5,782,000

財
源
内
訳

その他特定財源 931,000 0

8,232,000

国県支出金 3,334,000 2,424,000 2,424,000 2,424,000 2,424,000

地方債 0 0 0 0 0

27年度見込 28年度見込

一般財源 3,258,828 3,358,000 3,358,000 3,358,000 3,358,000

0 0

2.10 2.10

2,450,000

正規職員従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000

27年度計画 28年度計画

① 消費者トラブル新規相談件数 　　件 794 800 800 800 800

指標名 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標
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A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

不要（廃止）

民間実施

市による実施（要改善）

● 市による実施（現行どおり）

市による実施（規模拡充）

115 130 150 170 190

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画 27年度計画 28年度計画

① 地域の見守り強化

身近な相談員育成セミナー受講者数

　　人

16 17 18 19

③

② 被害者救済

悪徳商法の被害回復率
（被害回復額／相談総額）

　　％ 13.6

〈記述欄〉※数値化できない場合

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

事業実施の

妥当性

①
　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか

A

（現状分析等）

　年々、被害が多様化・複雑化していることから、事業の役割は大き
い。
　国・県ではそれぞれ、消費者行政の相談窓口や、トラブル防止のた
めの研修、啓発など行っているが、住民に身近な相談機能充実及び
庁内連携による問題解決が必要であるため、各市町村に独自の相
談窓口の設置を指導している。
　実績：平成24年度　相談総額　1,037,286千円
　被害回復額　141,213千円（未払い含む）

②
　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

A

③

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であることは妥当です
か（国・県・民間と競合していません
か）

A

活動内容の

有効性

①
　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

A

（現状分析等）

　成果指数の一つである相談件数は増加しており、目標は達成され
ている。今後更に、相談窓口の周知を図っていく。

②
　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

A

実施方法の

効率性

①

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

B

（現状分析等）

　消費生活相談員は全て非常勤職員となっているため、人件費の削
減は難しい。
　受益者負担を導入すると、相談をためらい、被害が潜在化すること
が予想される。相談しやすい環境づくりが肝要である。

②

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

A

③

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

A

④

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

A

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

（今後の方向性の理由）

　消費者被害は、さらに複雑・多様化すると思われる。消費者の権利保護のため、国・県等と連
携し専門の相談員（有資格者や専門員）のスキル向上を図り、消費生活センターの機能を充実
する必要がある。
　さらに、消費者被害の未然防止のため、これまで以上に「地域における市民相互の見守り」を
一層強化する。

市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

改革改善内容

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

　地域における市民相互の見守りを強化することによって、被害にあってから相談窓口に来るのではなく、悪質商法等の契約時点での予防が
期待でき、被害防止につながる。

改革改善による期待成果

コスト 外部評価の実施 無

削減 維持 増加

決算審査特別
委員会における
意見等

（委員からの意見等）

低下

成
果

●

維持

実施年度

向上

- 2 -



No

― ―

― ―

● 全部直営 一部委託 全部委託 義務である

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）） ● 義務ではない

709 事務事業評価票 所管部長等名 市民協働部長　山本　道弘

所管課・係名 市民活動支援課 市民活動支援係

事務事業名 各種団体補助金事業

会計区分  一般会計

款項目コード（款-項-目）

評価対象年度 平成 24 年度 課長名 澤田　宗順

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

02 01 10

事業コード（大－中－小） 06 23 06

事業期間 開始年度 合併前 終了年度 未定

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 市民と行政がともに歩むために

施策の大綱（節）　【政策】 協働によるまちづくりの推進

施策の展開（項）　【施策】 協働と住民自治の推進

具体的な施策と内容 まちづくりを支える団体の育成と支援

事務事業の目的 各団体の事業運営を支援するため、補助金を交付する。

事務事業の概要
（全体事業の内容）

・定時制通信制教育振興会補助金：県内の高等学校定時制通信制教育の振興
・八代検察審査協会補助金：検察審査会制度の普及発展
・八代原爆被害者の会補助金：核兵器廃絶と原爆症認定に係る課題解決への取り組み
・八代市私立高校補助金：私立高校運営費補助金（秀岳館高校・白百合学園高校）
・八代市私立幼稚園補助金：私立幼稚園の教育の振興に必要な経費について助成（4園）
・連合熊本八代地域協議会（メーデー）補助金：メーデー八代地区集会開催経費について助成

根拠法令、要綱等 八代市私立幼稚園の助成に関する条例、私立学校振興助成法、八代市補助金等交付規則

実施手法
（該当欄を選択）

法令による実施義務
（該当欄を選択）

（Ｄo）　事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 （誰・何を） 内容 （手段、方法等）

各種団体 必要な補助金を交付し、運営に係る一部を支援する。

成果目標 （どのような効果をもたらしたいのか）

まちづくりを支える団体を育成する。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

合併以前から旧市において実施されている事業であり、導入のきっかけや根拠等が不明な点が多い。平成24年度にアソカ保育園廃園により私立幼稚園補
助金を144千円減額した。また、平成23年度の事業仕分け後、必要性を調査・検討し、平成25年から2団体(検察審査協会、連合熊本八代地域協議会)に対
する補助金廃止を決定した。

28年度見込コスト推移 24年度決算 25年度予算 26年度見込 27年度見込

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 2,344,100 2,140,000 2,140,000

人件費 24年度 25年度見込 26年度見込

0

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.00 0.00 0.00

2,140,000

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円） 1,644,100 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000

財
源
内
訳

その他特定財源 0 0

2,140,000

国県支出金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0 0

27年度見込 28年度見込

一般財源 1,644,100 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000

0 0

0.00 0.00

700,000

正規職員従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 700,000 700,000 700,000 700,000

27年度計画 28年度計画

①

指標名 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

- 1 -



A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

不要（廃止）

民間実施

● 市による実施（要改善）

市による実施（現行どおり）

市による実施（規模拡充）

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画 27年度計画 28年度計画

①

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

事業実施の

妥当性

①
　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか

B

（現状分析等）

県や市の他部署、他団体からの目的の異なる助成を受けている団
体があるので、調整が必要と思われる。

②
　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

B

③

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であることは妥当です
か（国・県・民間と競合していません
か）

B

活動内容の

有効性

①
　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

A

（現状分析等）

目標は順調に達成しているが、成果を向上させるためには見直す余
地がある。

②
　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

C

実施方法の

効率性

①

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

A

（現状分析等）

団体の努力や事業の見直し等で市助成無しでも実施可能であろう事
業については見直しを行っている。

②

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

A

③

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

A

④

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

B

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

（今後の方向性の理由）

補助金支出の必要性が低いと考えられる事業や、基準の整備、補助額等の検討が必要な事
業がある。

市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

改革改善内容

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

各補助金支出の必要性を検討し、必要性が低いと考えられる事業については廃止を検討。また、必要性が高いと思われる事業については、基
準の整備や補助額等の検討を行い、より効果的な事業とする。

平成２３年度

改革改善による期待成果

コスト 外部評価の実施 有 ： 外部評価（市民事業仕分け）

削減 維持 増加

決算審査特別
委員会における
意見等

（委員からの意見等）

低下

成
果

維持 ●

実施年度

向上

- 2 -



No

― ―

― ―

● 全部直営 一部委託 全部委託 義務である

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）） ● 義務ではない

711 事務事業評価票 所管部長等名 市民協働部長　山本　道弘

所管課・係名 市民活動支援課 市民活動支援係

事務事業名 市政協力員関係事業

会計区分  一般会計

款項目コード（款-項-目）

評価対象年度 平成 24 年度 課長名 澤田　宗順

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

02 01 01

事業コード（大－中－小） 06 23 08

事業期間 開始年度 合併前 終了年度 未定

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 市民と行政がともに歩むために

施策の大綱（節）　【政策】 協働によるまちづくりの推進

施策の展開（項）　【施策】 協働と住民自治の推進

具体的な施策と内容 まちづくりを支える団体の育成と支援

事務事業の目的 各地区に市政協力員を設置し、市民の福祉増進と市政の円滑な運営を図る。

事務事業の概要
（全体事業の内容）

■市政協力員の委嘱に関する事務
■市政協力員報酬等の支払い事務
・報酬（月額）　均等割額15,000円+世帯割額70円/1世帯　　（五家荘地区においては地域手当800円加算）
・事務費（年額）12,000円（6,000円×2回）
■八代市市政協力員協議会への支援及び連携
・市政協力員協議会補助金の交付 ・各行事への協力（総会、親睦ﾚｸﾚｰｼｮﾝ、研修会等）

根拠法令、要綱等 八代市市政協力員設置規程、八代市市政協力員研修費等補助金交付要領

実施手法
（該当欄を選択）

法令による実施義務
（該当欄を選択）

（Ｄo）　事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 （誰・何を） 内容 （手段、方法等）

市政協力員379人（身分：非常勤特別職） 市政協力員379人（身分：非常勤特別職）
■市政協力員の委嘱に関する事務
・委嘱状交付式・退任式（感謝状授与）
■市政協力員報酬等の支払い事務
・報酬（月額）
　均等割額15,000円+世帯割額70円/1世帯
　（五家荘地区においては地域手当800円加算）
・事務費（年額）12,000円（6,000円×2回）
■八代市市政協力員協議会への支援及び連携
・市政協力員協議会補助金の交付
・各行事への協力（総会、親睦ﾚｸﾚｰｼｮﾝ、研修会等）

成果目標 （どのような効果をもたらしたいのか）

・通達事項の徹底及び市民との連絡
・各種証明及び簡易な調査報告
・市広報誌等の配布
・世帯一覧表の整理
・住民実態調査への協力

事業開始時点からこれまでの状況変化等

　行政協力員制度が発足した昭和32年においては、行政主導型の政策が実施されており、行政協力員も行政組織の一部として委嘱されてきた。平成19年
度に10世帯以下の地区の区割りが見直され、3地区を統合した。現在、各地域での住民自治を推進する中で、引き続き今後の区割りや、市政協力員の役割
について検討していく必要がある。

28年度見込コスト推移 24年度決算 25年度予算 26年度見込 27年度見込

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 123,529,632 123,998,000 123,998,000

人件費 24年度 25年度見込 26年度見込

0

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.00 0.00 0.00

123,998,000

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円） 119,679,632 120,148,000 120,148,000 120,148,000 120,148,000

財
源
内
訳

その他特定財源 0 0

123,998,000

国県支出金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0 0

27年度見込 28年度見込

一般財源 119,679,632 120,148,000 120,148,000 120,148,000 120,148,000

0 0

0.00 0.00

3,850,000

正規職員従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000

27年度計画 28年度計画

①

指標名 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

- 1 -



A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

不要（廃止）

民間実施

● 市による実施（要改善）

市による実施（現行どおり）

市による実施（規模拡充）

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画 27年度計画 28年度計画

①

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

事業実施の

妥当性

①
　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか

A

（現状分析等）

市政協力員を委嘱することで、市報の配布や、市と住民間の連絡等
が円滑にできている。

②
　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

A

③

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であることは妥当です
か（国・県・民間と競合していません
か）

A

活動内容の

有効性

①
　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

A

（現状分析等）

成果目標は達成されているが、地域の実情に合わせ、市政協力員
の役割りや区割りの見直しが必要である。

②
　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

C

実施方法の

効率性

①

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

C

（現状分析等）

民間でできる業務もあるので、積極的に地域協議会に委託する方向
で進める。

②

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

B

③

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

C

④

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

A

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

（今後の方向性の理由）

市民サービスの低下にならないよう留意しながら、実情にあった見直しを行なう必要がある。

市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

改革改善内容

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

市政協力員の受け持ち地区の見直し（市政協力員数の適正化）を進めるとともに、住民自治によるまちづくりの推進状況を考慮しながら、市政
協力員制度の見直しを検討することで、経費削減を行なう。

平成２３年度

改革改善による期待成果

コスト 外部評価の実施 有 ： 外部評価（市民事業仕分け）

削減 維持 増加

決算審査特別
委員会における
意見等

（委員からの意見等）

低下

成
果

維持 ●

実施年度

向上

- 2 -



No

― ―

― ―

● 全部直営 一部委託 全部委託 義務である

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）） ● 義務ではない

710 事務事業評価票 所管部長等名 市民協働部長　山本　道弘

所管課・係名 市民活動支援課 市民活動支援係

事務事業名 市民活動支援事業

会計区分  一般会計

款項目コード（款-項-目）

評価対象年度 平成 24 年度 課長名 澤田　宗順

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

02 01 01

事業コード（大－中－小） 06 23 07

事業期間 開始年度 合併前 終了年度 未定

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 市民と行政がともに歩むために

施策の大綱（節）　【政策】 協働によるまちづくりの推進

施策の展開（項）　【施策】 協働と住民自治の推進

具体的な施策と内容 まちづくりを支える団体の育成と支援

事務事業の目的
市民と行政の協働による活力あるまちづくり実現のために、市民活動の促進と市民活動団体の支援を行う。

事務事業の概要
（全体事業の内容）

　市民活動を促進及び支援するため、市民活動に関する相談会や各種セミナー等を開催するとともに、市民及び市民活動団体に対し、活
動状況等を情報提供する。
　また、地域活動団体間のネットワーク強化を図るため、ネットワーク交流会を実施する。
　さらに、平成24年度から、地域の問題を市民活動団体と行政が協働して解決し、地域活性化につなげる「八代市がまだしもん応援事業
（市民提案型協働事業）」を実施する。

根拠法令、要綱等

実施手法
（該当欄を選択）

法令による実施義務
（該当欄を選択）

（Ｄo）　事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 （誰・何を） 内容 （手段、方法等）

市民活動団体 1．市民活動促進・支援
　①市民活動団体登録制度（登録31団体）
　②市民活動に関する相談会や各種セミナー等開催
　　・駅の相談室開設（NPO法人ネット八代と協働）
　　・NPO入門セミナー（参加者23人）
　　・助成金セミナー（参加者14人、16人）
　③市民及び市民活動団体に対する情報提供
　　「やつしろNPO情報！」の作成（年4回）
2．市民活動団体間のネットワーク強化
　　・市民活動団体ネットワーク交流会の実施（参加者15人）
3．八代市がまだしもん応援事業
　　（市民協働型提案事業・H24～）7事業採択

成果目標 （どのような効果をもたらしたいのか）

市民活動団体の運営及び活動を支援することにより、市民と行政の協働によ
る活力あるまちづくりを実現する。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

多種・多様化する地域の問題を解決し地域活性化につなげるため、平成24年度から「八代市がまだしもん応援事業」実施

28年度見込コスト推移 24年度決算 25年度予算 26年度見込 27年度見込

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 6,487,924 6,548,000 6,548,000

人件費 24年度 25年度見込 26年度見込

0

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.00 0.00 0.00

6,548,000

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円） 2,987,924 3,048,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000

財
源
内
訳

その他特定財源 0 0

6,548,000

国県支出金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0 0

27年度見込 28年度見込

一般財源 2,987,924 3,048,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000

0 0

0.00 0.00

3,500,000

正規職員従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

27年度計画 28年度計画

① 市民活動団体情報交換・交流会開催 　回 2 2 3 3 4

指標名 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画

50

③

② 市民活動登録団体 　件 31

〈記述欄〉※数値化できない場合

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

35 40 45

- 1 -



A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

不要（廃止）

民間実施

●

市による実施（要改善）

市による実施（現行どおり）

市による実施（規模拡充）

75 80 85 90 95

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画 27年度計画 28年度計画

①
団体間のネットワーク強
化

市民活動団体情報交換・交流会参加者数

　
　人

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

事業実施の

妥当性

①
　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか

A

（現状分析等）

　協働のまちづくりを進める上で、市と協働し地域課題を解決できる
ような市民活動団体の育成・支援及び市民活動の促進は欠かせな
い。
　これまでの講演会・セミナー等は、県の支援により実施している。

②
　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

A

③

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であることは妥当です
か（国・県・民間と競合していません
か）

A

活動内容の

有効性

①
　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

A

（現状分析等）

　市民活動団体のニーズに合わせ、毎年、事業内容の見直していく
必要がある。

②
　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

B

実施方法の

効率性

①

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

B

（現状分析等）

　既に、いくつかの支援事業はNPOと協働で実施し、成果をあげてい
るので、今後も民間委託を進めていく。
　市が支援する部分は公益的活動に限定しているため、受益者負担
の見直しの余地はない。

②

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

A

③

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

A

④

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

A

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

（今後の方向性の理由）

市民活動団体のニーズに合わせた支援を、NPO等と協働し実施する。
また、24年度から実施している「八代市がまだしもん応援事業」の実績を踏まえ、市民団体と市
関係各課で事業目的が共有できるよう、対象事業や実施方法等を見直し、協働事業を進める。市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

改革改善内容

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

NPO等と協働し市民活動団体の支援及び交流促進を行うことで、より市民活動団体のニーズにあった支援ができる。
多種・多様化する地域の問題について、市民団体と市関係各課で目的の共有を図り解決することにより、地域の活性化につなげる。

改革改善による期待成果

コスト 外部評価の実施 無

削減 維持 増加

決算審査特別
委員会における
意見等

（委員からの意見等）

低下

成
果

●

維持

実施年度

向上

- 2 -



No

― ―

― ―

● 全部直営 一部委託 全部委託 義務である

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）） ● 義務ではない

376 事務事業評価票 所管部長等名 市民協働部長　山本　道弘

所管課・係名 市民活動支援課 市民活動支援係

事務事業名 市民相談事業

会計区分  一般会計

款項目コード（款-項-目）

評価対象年度 平成 24 年度 課長名 澤田　宗順

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

02 01 02

事業コード（大－中－小） 03 24 04

事業期間 開始年度 合併前 終了年度 未定

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 第3章　安全で快適に暮らせるまち

施策の大綱（節）　【政策】 安全で安心のまちづくり

施策の展開（項）　【施策】 防犯の推進と安全な消費生活の確保

具体的な施策と内容 消費生活相談の充実

事務事業の目的 相談者のニーズに対応できる相談を実施することにより、市民生活の安定を図る。

事務事業の概要
（全体事業の内容）

市民生活相談員を雇用し、市民生活相談及び各種相談の受付整理と調整を行う。

市民相談室で行なう各種相談内容
市民生活相談、消費生活相談、婦人・児童の悩みごと相談、母子自立支援相談、人権・心配ごと相談、行政よろず相談、司法書士法律相
談、労働相談、建築相談、税務相談、行政手続相談、身体障がい者相談、成年後見制度相談、入管問題相談、社会保険労務相談、弁護
士法律相談

根拠法令、要綱等

実施手法
（該当欄を選択）

法令による実施義務
（該当欄を選択）

（Ｄo）　事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 （誰・何を） 内容 （手段、方法等）

相談者 市民生活相談及び各種相談の受付整理と調整を行う。
相談実績　499件

成果目標 （どのような効果をもたらしたいのか）

相談者のニーズに対応できる相談を実施することにより、市民生活の安定を
図る。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

秘書広聴課で所管していた「簡易な苦情及び行政相談」を、平成7年度から「市民の生活相談等に関すること」市民課所管、平成11年度から生活安全課所
管。平成23年度から市民活動支援課所管

28年度見込コスト推移 24年度決算 25年度予算 26年度見込 27年度見込

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 2,600,736 2,605,000 2,605,000

人件費 24年度 25年度見込 26年度見込

0

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.75 0.75 0.75

2,605,000

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円） 1,550,736 1,555,000 1,555,000 1,555,000 1,555,000

財
源
内
訳

その他特定財源 0 0

2,605,000

国県支出金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0 0

27年度見込 28年度見込

一般財源 1,550,736 1,555,000 1,555,000 1,555,000 1,555,000

0 0

0.75 0.75

1,050,000

正規職員従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

27年度計画 28年度計画

① 相談日数 　　日 242 242 242 242 242

指標名 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

- 1 -



A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

不要（廃止）

民間実施

● 市による実施（要改善）

市による実施（現行どおり）

市による実施（規模拡充）

499 500 500 500 500

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画 27年度計画 28年度計画

① 相談件数

年間相談件数

　　件

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

事業実施の

妥当性

①
　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか

A

（現状分析等）

　市民の相談は、年々複雑化・多様化していることから、事業の役割
は大きい。

②
　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

A

③

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であることは妥当です
か（国・県・民間と競合していません
か）

A

活動内容の

有効性

①
　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

A

（現状分析等）

　市民ニーズに合わせて相談体制を見直していく必要がある。

②
　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

B

実施方法の

効率性

①

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

A

（現状分析等）

　市民相談員は嘱託職員1名であるため、人件費見直しは難しい。ま
た、平成25年度からは公募とし、関連する行政相談員を兼務してい
る。
　電話・来庁における全ての苦情・相談等は無料で実施している。相
談しやすい環境づくりが肝要である。

②

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

B

③

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

A

④

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

A

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

（今後の方向性の理由）

市民ニーズに合わせ継続して実施する。

市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

改革改善内容

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

さまざまなトラブルを相談できる身近な窓口として市民相談を実施し、市民生活の安定を図る。

改革改善による期待成果

コスト 外部評価の実施

削減 維持 増加

決算審査特別
委員会における
意見等

（委員からの意見等）

低下

成
果

維持 ●

実施年度

向上

- 2 -



No

― ―

― ―

● 全部直営 一部委託 全部委託 義務である

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）） ● 義務ではない

〈記述欄〉※数値化できない場合

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標 ③

②

27年度計画 28年度計画

① 講演会の開催 回 2 1 1 1 1

指標名 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画

0.00 0.00

17,500,000

正規職員従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.60 0.60 1.00 2.50 2.50

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 4,200,000 4,200,000 7,000,000 17,500,000

0 0

27年度見込 28年度見込

一般財源 319,231 88,000 503,000 1,158,240 3,000,000

0 0

20,500,000

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円） 319,231 88,000 503,000 1,158,240 3,000,000

財
源
内
訳

その他特定財源 0 0

18,658,240

国県支出金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 4,519,231 4,288,000 7,503,000

人件費 24年度 25年度見込 26年度見込

0

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.00 0.00 0.00

28年度見込コスト推移 24年度決算 25年度予算 26年度見込 27年度見込

成果目標 （どのような効果をもたらしたいのか）

市民と行政のそれぞれの役割と責任を明確にし、運営の基本的なルールを
条例という形で示すことで、将来にわたり持続可能なまちづくりを協働でつくり
上げて行く。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

平成23年度から庁内プロジェクトチームで検討を重ね、平成26年度の制定を目標に進めてきた。しかし、現在、各校区において地域協議会が設立している
段階であること、また自治基本条例の重要性が、まだ市民に浸透していない状況から、全ての校区で地域協議会が設立するまでは啓発活動を中心に行
い、地域の声を聞きながら自治基本条例を制定する方向へ進めていく。

（Ｄo）　事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 （誰・何を） 内容 （手段、方法等）

全市民 ・自治基本条例制定庁内プロジェクトチーム検討会議
　（年2回開催）
・先進地視察（庁内プロジェクトチーム）
　日程：8月7日
　場所：鹿児島県出水市
・自治基本条例に関する講演会を開催（参加者556名）
　日程：11月5日、6日
　場所：やつしろハーモニーホール
　演題：「明日の八代（まち）づくり講演会
        　　～市民協働と自治基本条例を考える～」
・基本条例に関する周知
　（エフエムやつしろ、広報やつしろ等）

事業期間 開始年度 平成22年度 終了年度 平成29年度

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 市民と行政がともに歩むために

施策の大綱（節）　【政策】 協働によるまちづくりの推進

施策の展開（項）　【施策】 協働と住民自治の推進

具体的な施策と内容 協働の仕組みづくり

事務事業の目的
　地方分権の進展によって、市民の権利や責務、行政の責務、自治体運営に関する基本的事項を明確にし、市民参加や市民との協働の
仕組みを整えるためのものとして自治基本条例を策定する。

事務事業の概要
（全体事業の内容）

　地方分権の推進によって、自治の枠組みや自治を実現する仕組みを整えることが必要になってきた。地方自治法で、自治体の組織およ
び運営に関する事項が細かく規定されているが、市民参加や市民協働あるいは情報公開など今日の自治体運営に必要な制度や仕組み
には触れられていない。
　本市では、市民との協働の観点に立ち、新たな住民自治によるまちづくりを推進しているが、両者の関係を現すものとして「パートナー
シップ協定」を取り交わし、実務を行っている。そこで、これからの八代市において、市民との協働の仕組みを整え、市民が主役の住民自
治によるまちづくりを推進するために必要なものとして、市民と行政が一緒になって、自治基本条例を策定していくものである。

根拠法令、要綱等

実施手法
（該当欄を選択）

法令による実施義務
（該当欄を選択）

704 事務事業評価票 所管部長等名 市民協働部長　山本　道弘

所管課・係名 市民活動支援課 住民自治推進係

事務事業名 自治基本条例策定事業

会計区分  一般会計

款項目コード（款-項-目）

評価対象年度 平成 24 年度 課長名 澤田　宗順

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

02 01 05

事業コード（大－中－小） 06 23 01
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A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

不要（廃止）

民間実施

市による実施（要改善）

● 市による実施（現行どおり）

市による実施（規模拡充）

● 特になし

維持

実施年度

向上

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

（今後の方向性の理由）

市民との協働の仕組みを整え、新たな住民自治によるまちづくりを推進していくために必要な
条例策定事業であることから、これからも、講演会や広報等により啓発活動を積極的に行いな
がら、市民と一緒になって作り上げ、事業を推進していく。市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

改革改善内容

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

市民に対して自治基本条例の必要性の説明や、職員の住民自治によるまちづくりへの意識改革などを積極的に行っていく。

改革改善による期待成果

コスト 外部評価の実施 無

削減 維持 増加

決算審査特別
委員会における
意見等

（委員からの意見等）

低下

成
果

実施方法の

効率性

①

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

A

（現状分析等）

民間委託し、積極的に取り組むことは可能だが、コストがかかりすぎ
て効率的ではない。

②

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

A

③

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

A

④

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

A

活動内容の

有効性

①
　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

A

（現状分析等）

自治基本条例そのものについての周知が不足しており、市民に自治
基本条例の必要性も理解されていない事から、まずは「なぜ自治基
本条例が必要なのか」を啓発する

②
　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

A

〈記述欄〉※数値化できない場合

自治基本条例についての理解度は、講演会や会議等の回数では測れないため。

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

事業実施の

妥当性

①
　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか

A

（現状分析等）

これからの住民と行政による協働のまちづくりを推進するために必要
である。

②
　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

A

③

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であることは妥当です
か（国・県・民間と競合していません
か）

A

③

②

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画 27年度計画 28年度計画

①

- 2 -



No

― ―

― ―

● 全部直営 一部委託 全部委託 義務である

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）） ● 義務ではない

706 事務事業評価票 所管部長等名 市民協働部長　山本　道弘

所管課・係名 市民活動支援課 住民自治推進係

事務事業名 住民自治関係施設整備事業（公民館）

会計区分  一般会計

款項目コード（款-項-目）

評価対象年度 平成 24 年度 課長名 澤田　宗順

（Ｐｌａｎ）　事務事業の計画

09 07 02

事業コード（大－中－小） 06 23 03

事業期間 開始年度 平成24年度 終了年度 平成26年度

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 市民と行政がともに歩むために

施策の大綱（節）　【政策】 協働によるまちづくりの推進

施策の展開（項）　【施策】 協働と住民自治の推進

具体的な施策と内容 地域協議会の創設と運営支援

事務事業の目的
地域協議会を運営していくには事務局機能が必要となることから、拠点となる公民館等施設の一部を借用し、地域協議会事務室としての
改修等の整備を行う。

事務事業の概要
（全体事業の内容）

地域協議会の事務局として使用するため、公民館等施設の改修を行う。

根拠法令、要綱等

実施手法
（該当欄を選択）

法令による実施義務
（該当欄を選択）

（Ｄo）　事務事業の実施

評価対象年度の事業の内容

対象 （誰・何を） 内容 （手段、方法等）

地域協議会の拠点施設 金剛公民館管理人室改修工事
内容：エアコン設置、畳をフローリングに変更、照明設置、壁クロス張替等

二見公民館管理人室改修工事
内容：畳をフローリングに変更等

成果目標 （どのような効果をもたらしたいのか）

地域協議会の拠点施設として整備することで、今後の地域協議会運営の場と
して、また地域の拠り所としてなど、地域の人たちが集まり、様々な問題を協
議する場所としての効果が期待できる。

事業開始時点からこれまでの状況変化等

地域協議会が設立された校区から改修を行っており、状況に変化はない。

28年度見込コスト推移 24年度決算 25年度予算 26年度見込 27年度見込

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 3,146,360 7,948,000 11,900,000

人件費 24年度 25年度見込 26年度見込

0

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.00 0.00 0.00

0

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円） 696,360 5,498,000 9,100,000 0 0

財
源
内
訳

その他特定財源 0 0

0

国県支出金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0 0

27年度見込 28年度見込

一般財源 696,360 5,498,000 9,100,000 0 0

0 0

0.00 0.00

0

正規職員従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 0.35 0.35 0.40 0.00 0.00

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 2,450,000 2,450,000 2,800,000 0

27年度計画 28年度計画

① 改修した施設の数 戸数 2 6 7 0 0

指標名 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

- 1 -



A　結びつく

B　一部結びつく

C　結びつかない

A　薄れていない

B　少し薄れている

C　薄れている

A　妥当である

B　あまり妥当でない

C　妥当でない

A　順調である

B　あまり順調ではない

C　順調ではない

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　できない

B　検討の余地あり

C　可能である

A　見直しの余地はない

B　検討の余地あり

C　見直すべき

不要（廃止）

民間実施

市による実施（要改善）

● 市による実施（現行どおり）

市による実施（規模拡充）

24 67 100 0 0

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度実績 25年度見込 26年度計画 27年度計画 28年度計画

①
地域協議会事務所設置
率

地域協議会の設立状況（地域協議会の設
立数/校区数×100）

％

③

②

〈記述欄〉※数値化できない場合

（Ｃｈｅｃｋ）　事務事業の自己評価

事業実施の

妥当性

①
　　　　　【計画上の位置付け】
事業の目的が上位政策・施策に結び
つきますか

A

（現状分析等）

地域協議会の運営をするために必要な事業であり、実施する妥当性
がある。

②
　 　　　【市民ニーズ等の状況】
市民ニーズや社会状況の変化によ
り、事業の役割が薄れていませんか

A

③

　　　　 【市が関与する必要性】
市が事業主体であることは妥当です
か（国・県・民間と競合していません
か）

A

活動内容の

有効性

①
　　　　　 【事業の達成状況】
成果目標の達成状況は順調に推移し
ていますか

A

（現状分析等）

地域協議会運営に必要な最低限の改修ではあるが、協議会の事務
所として利用することができるようになった。

②
　 　 　　【事業内容の見直し】
成果を向上させるため、事業内容を見
直す余地はありますか

A

実施方法の

効率性

①

　　　　　　　【民間委託等】
民間委託、指定管理者制度の導入な
どにより、成果を下げずにコストを削
減することは可能ですか

A

（現状分析等）

市の施設であり、市の規定（設計、入札）により改修するため。

②

　 　　　【他事業との統合・連携】
目的や形態が類似・関連する事業と
の統合・連携によりコストの削減は可
能ですか

A

③

　　　　　　【人件費の見直し】
非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費の削減は可能です
か

A

④

　　　　  【受益者負担の適正化】
受益者負担に見直しの余地はありま
すか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃
止）

A

（Ａｃｔｉｏｎ）　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

（今後の方向性の理由）

地域協議会を運営する上で事務所が必要であり、地域協議会と協議の上、コストや改修方法
等、最も効率的な方法で、地域の実情にあわせ整備を行っていく。

市による（民間委託の拡大・市民等との協働等）

改革改善内容

今後の改革改善の取組と、もたらそうとする効果

コストや改修方法等の検討を行い、施設改修をより効率的に行う。

改革改善による期待成果

コスト 外部評価の実施 無

削減 維持 増加

決算審査特別
委員会における
意見等

（委員からの意見等）

低下

成
果

● 特になし

維持

実施年度

向上

- 2 -


	住民自治推進事業
	1/2
	2/2

	出張所関係事業
	1/2
	2/2

	消費者の自立支援事業
	1/2
	2/2

	消費者被害救済事業
	1/2
	2/2

	各種団体補助金事業
	1/2
	2/2

	市政協力員関係事業
	1/2
	2/2

	市民活動支援事業
	1/2
	2/2

	市民相談事業
	1/2
	2/2

	自治基本条例策定事業
	1/2
	2/2

	住民自治関係施設整備事業（公民館）
	1/2
	2/2


